
岩手県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成19年６月１日 

岩手県公安委員会       

委員長 藤 原   博  

岩手県公安委員会規則第12号 

岩手県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 

岩手県道路交通法施行細則（昭和35年岩手県公安委員会規則第10号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （運転者の遵守事項）  （運転者の遵守事項） 

第14条 法第71条第６号の規定による車両等の運転者が守らな

ければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 

第14条 法第71条第６号の規定による車両等の運転者が守らな

ければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 

(１)～(８) ［略］ (１)～(８) ［略］ 

 (９) 道路運送車両法による自動車登録番号標又は車両番号

標に、赤外線を吸収し、又は反射するための物を取り付け、

又は付着させて、大型自動車、中型自動車、普通自動車（原

動機の大きさが、総排気量については0.050リットル以下、

定格出力0.60キロワット以下のものを除く。）又は大型特殊

自動車を運転しないこと。 

（緊急自動車の運転資格の審査手続） （緊急自動車の運転資格の審査手続） 

第26条 令第32条の２第４号、第32条の４又は第32条の５の規

定による緊急自動車の運転資格の審査を受けようとする者

は、緊急自動車運転資格審査申請書（様式第17号）を公安委

員会に提出し、指定された日時及び場所において審査を受け

なければならない。 

第26条 令第32条の３、第32条の４又は第32条の５の規定によ

る緊急自動車の運転資格の審査を受けようとする者は、緊急

自動車運転資格審査申請書（様式第17号）を公安委員会に提

出し、指定された日時及び場所において審査を受けなければ

ならない。 

 （停止処分者講習） （停止処分者講習） 

第35条の２ ［略］ 第35条の２ ［略］ 

 （大型車講習） 

 第35条の２の２ 施行規則第38条第４項第１号の大型車講習

（以下「大型車講習」という。）を受けようとする者は、講習

手数料を添えて、大型車講習受講申請書（様式第27号の２の

２）を公安委員会に提出しなければならない。 

 （中型車講習） 

 第35条の２の３ 施行規則第38条第４項第１号の中型車講習

（以下「中型車講習」という。）を受けようとする者は、講習

手数料を添えて、中型車講習受講申請書（様式第27号の２の

３）を公安委員会に提出しなければならない。 

 （普通車講習）  （普通車講習） 

第35条の３ 法第108条の２第１項第４号に規定する講習（以下

「普通車講習」という。）を受けようとする者は、講習手数料

を添えて、普通車講習受講申請書（様式第27号の３）を公安

委員会に提出しなければならない。 

第35条の３ 施行規則第38条第４項第１号の普通車講習（以下

「普通車講習」という。）を受けようとする者は、講習手数料

を添えて、普通車講習受講申請書（様式第27号の３）を公安

委員会に提出しなければならない。 



 （大型二輪車講習）  （大型二輪車講習） 

第35条の４ 法第108条の２第１項第５号に規定する講習（以下

「大型二輪車講習」という。）を受けようとする者は、講習手

数料を添えて、大型二輪車講習受講申請書（様式第27号の４）

を公安委員会に提出しなければならない。 

第35条の４ 施行規則第38条第５項第１号の大型二輪車講習

（以下「大型二輪車講習」という。）を受けようとする者は、

講習手数料を添えて、大型二輪車講習受講申請書（様式第27

号の４）を公安委員会に提出しなければならない。 

 （普通二輪車講習）  （普通二輪車講習） 

第35条の５ 法第108条の２第１項第６号に規定する講習（以下

「普通二輪車講習」という。）を受けようとする者は、講習手

数料を添えて、普通二輪車講習受講申請書（様式第27号の５）

を公安委員会に提出しなければならない。 

第35条の５ 施行規則第38条第５項第１号の普通二輪車講習

（以下「普通二輪車講習」という。）を受けようとする者は、

講習手数料を添えて、普通二輪車講習受講申請書（様式第27

号の５）を公安委員会に提出しなければならない。 

（応急救護処置講習）  

第35条の６ 法第108条の２第１項第７号に規定する講習（以下

「応急救護処置講習」という。）を受けようとする者は、講習

手数料を添えて、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許

を受けようとする場合にあっては応急救護処置講習(一)受講

申請書（様式第27号の６）を、大型第二種免許又は普通第二

種免許を受けようとする場合にあっては応急救護処置講習

(二)受講申請書（様式第27号の６の２）を公安委員会に提出

しなければならない。 

第35条の６ 削除 

 （旅客車講習）  （大型旅客車講習） 

第35条の８ 法第108条の２第１項第８号の２に規定する講習

（以下「旅客車講習」という。）を受けようとする者は、講習

手数料を添えて、大型第二種免許を受けようとする場合にあ

っては大型旅客車講習受講申請書（様式第27号の８）を、普

通第二種免許を受けようとする場合にあっては普通旅客車講

習受講申請書（様式第27号の９）を公安委員会に提出しなけ

ればならない。 

第35条の８ 施行規則第38条第７項第２号の大型旅客車講習

（以下「大型旅客車講習」という。）を受けようとする者は、

講習手数料を添えて、大型旅客車講習受講申請書（様式第27

号の８）を公安委員会に提出しなければならない。 

 （中型旅客車講習） 

 第35条の９ 施行規則第38条第７項第２号の中型旅客車講習

（以下「中型旅客車講習」という。）を受けようとする者は、

講習手数料を添えて、中型旅客車講習受講申請書（様式第27

号の８の２）を公安委員会に提出しなければならない。 

  （普通旅客車講習） 

 第35条の10 施行規則第38条第７項第２号の普通旅客車講習

（以下「普通旅客車講習」という。）を受けようとする者は、

講習手数料を添えて、普通旅客車講習受講申請書（様式第27

号の９）を公安委員会に提出しなければならない。 

 （応急救護処置講習） 

 第35条の11 施行規則第38条第８項第１号の応急救護処置講習

（一）（以下「応急救護処置講習（一）」という。）を受けよう

とする者は、講習手数料を添えて、応急救護処置講習（一）



 受講申請書（様式第27号の10）を公安委員会に提出しなけれ

ばならない。 

 第35条の12 施行規則第38条第８項第１号の応急救護処置講習

（二）（以下「応急救護処置講習（二）」という。）を受けよう

とする者は、講習手数料を添えて、応急救護処置講習（二）

受講申請書（様式第27号の11）を公安委員会に提出しなけれ

ばならない。 

 （特定任意高齢者講習）  （特定任意高齢者講習） 

第37条の６ 令第37条の６の２に規定する講習（以下「特定任

意高齢者講習」という。）を受けようとする者は、講習手数料

を添えて、特定任意高齢者講習（通常・簡易）受講申請書（様

式第29号の６の３）を公安委員会に提出しなければならない。

第37条の６ 令第37条の６の２に規定する講習（以下「特定任

意高齢者講習」という。）を受けようとする者は、講習手数料

を添えて、特定任意高齢者講習（簡易・簡易以外）受講申請

書（様式第29号の６の３）を公安委員会に提出しなければな

らない。 

   附 則    附 則 

１・２ ［略］ １・２ ［略］ 

３ 法附則第３条第３項又は第５条第２項の規定による審査を

受けようとする者は、審査申請書（様式第30号）を公安委員

会に提出しなければならない。 

 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

 申請書等 経由先 申請書等 経由先 

 ［略］  ［略］  

 ［略］ 運転免許課長 ［略］ 運転免許課長 

 停止処分者講習受講申請書  停止処分者講習受講申請書  

 （様式第27号） （様式第27号） 

   大型車講習受講申請書  

  （様式第27号の２の２） 

   中型車講習受講申請書  

  （様式第27号の２の３） 

 普通車講習受講申請書  普通車講習受講申請書  

 （様式第27号の３） （様式第27号の３） 

  ［略］   ［略］  

 普通二輪車講習受講申請書  普通二輪車講習受講申請書  

 （様式第27号の５） （様式第27号の５） 

 応急救護処置講習（一）受講申請書    

 （様式第27号の６）  

 応急救護処置講習（二）受講申請書    

 （様式第27号の６の２）  

 原付講習受講申請書  原付講習受講申請書  

 （様式第27号の７） （様式第27号の７） 

 大型旅客車講習受講申請書  大型旅客車講習受講申請書  

 （様式第27号の８） （様式第27号の８） 



   中型旅客車講習受講申請書  

  （様式第27号の８の２） 

 普通旅客車講習受講申請書  普通旅客車講習受講申請書  

 （様式第27号の９） （様式第27号の９） 

   応急救護処置講習（一）受講申請書  

  （様式第27号の10） 

   応急救護処置講習（二）受講申請書  

  （様式第27号の11） 

 指定自動車教習所職員講習受講届  指定自動車教習所職員講習受講届  

 （様式第28号） （様式第28号） 

  ［略］   ［略］  

様式第10号（第17条関係） 様式第10号（第17条関係） 

  ［略］  ［略］ 

  道路交通法第74条の２第６項の規定により、選任してい 道路交通法第74条の３第６項の規定により、選任してい

 安全運転管理者 安全運転管理者

 
る 

副安全運転管理者 
を、次の理由により解任することを る

副安全運転管理者
を、次の理由により解任することを

 命じます。 命じます。 

 ［略］  ［略］ 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

様式第16号（第25条関係） 様式第16号（第25条関係） 

  ［略］  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

 大 普 大 大 普 小 原 け 大 普 大 け 大 中 普 大 大 普 小

                自 自  

      
ん

型 型 通 特 二 二 特

    
自 自 

  
ん 型 通 特

原 け 大 中 普 大

            
引

 ん 型 型 通 特

 

免許の

種類 

型 通 特 二 二 特 付 引 二 二 二 二

免許の

種類 

付 引 二 二 二 二

け

ん

引

二

 

現に

受け

てい

る免

許 

 ［略］ 

現に

受け

てい

る免

許 

 ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

様式第17号（第26条関係） 様式第17号（第26条関係） 

  ［略］  ［略］ 

   ［略］   ［略］ 

 現に  大 普 大 大 普 小 原 け 大 普 大 け 現に  大 中 普 大 大 普 小

 受け             受け      自 自  

 てい 免許の      
ん

てい 免許の 型 型 通 特 二 二 特

 る免 種類    
自 自 

  
ん 型 通 特

る免 種類 原 け 大 中 普 大

 許             
引

許   ん 型 型 通 特

   型 通 特 二 二 特 付 引 二 二 二 二   付 引 二 二 二 二

け

ん

引

二



   ［略］   ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 「  「    

                      
 様式第20号の３中 

 

種

類       
を

 

種

類         
に改める。 

   」   」  

改正前 改正後 
様式第25号（第35条関係） 様式第25号（第35条関係） 

  ［略］  ［略］ 

 大 普 大 大 普 小 原 け 大 普 大 け 大 中 普 大 大 普 小

                自 自  

      
ん

型 型 通 特 二 二 特

    
自 自 

  
ん 型 通 特

原 け 大 中 普 大

            
引

 ん 型 型 通 特

 

取消し前に

取得してい

た免許の種

類 

型 通 特 二 二 特 付 引 二 二 二 二

取消し前に

取得してい

た免許の種

類 

付 引 二 二 二 二

け

ん

引

二

  ［略］  ［略］ 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

様式第27号（第35条の２関係） 様式第27号（第35条の２関係） 

  ［略］  ［略］ 

  道路交通法第108条の２第１項第３号の規定による停止

処分者講習を受けたいので申し出ます。 

道路交通法の規定による停止処分者講習を受けたいの

で申し出ます。 

  ［略］  ［略］ 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 様式第27号の２の次に次の２様式を加える。 

様式第27号の２の２（第35条の２の２関係） 

※ 講習場所  

※ 講習年月日     年  月  日
※ 受講種別 

１ 合格者 

２ 不合格者 

３ 不受験者 

大型車講習受講申請書 

年  月  日 

岩手県公安委員会 様  

住所               

氏名               

年  月  日生 

道路交通法の規定による大型車講習を受けたいので申請します。 

仮運転免許証発行年月日 年  月  日 

仮運転免許証有効年月日 年  月  日 

仮運転免許証交付公安委員会 公安委員会 



仮運転免許証番号 第                           号 

手数料  

備考 ※欄印は、記載しないでください。 

（Ａ４）  

様式第27号の２の３（第35条の２の３関係） 

※ 講習場所  

※ 講習年月日     年  月  日
※ 受講種別 

１ 合格者 

２ 不合格者 

３ 不受験者 

中型車講習受講申請書 

年  月  日 

岩手県公安委員会 様  

住所               

氏名               

年  月  日生 

道路交通法の規定による中型車講習を受けたいので申請します。 

仮運転免許証発行年月日 年  月  日 

仮運転免許証有効年月日 年  月  日 

仮運転免許証交付公安委員会 公安委員会 

仮運転免許証番号 第                           号 

手数料  

備考 ※欄印は、記載しないでください。 

（Ａ４）  

様式第27号の６の２中「（第35条の６関係）」を「（第35条の12関係）」に改め、「（大型第二種免許又は普通第二種免許）」を削り、

同様式を様式第27号の11とする。 

様式第27号の６中「（第35条の６関係）」を「（第35条の11関係）」に改め、「（普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許）」を削り、

同様式を様式第27号の10とし、様式第27号の５の次に次の１様式を加える。 

様式第27号の６ 削除 

様式第27号の８の次に次の１様式を加える。 

様式第27号の８の２（第35条の９関係） 

※ 講習場所  

※ 講習年月日     年  月  日
※ 受講種別 

１ 合格者 

２ 不合格者 

３ 不受験者 

中型旅客車講習受講申請書 

年  月  日 

岩手県公安委員会 様  

住所               

氏名               

年  月  日生 

道路交通法の規定による中型旅客車講習を受けたいので申請します。 

手数料  

備考 ※欄印は、記載しないでください。 

（Ａ４）  

改正前 改正後 



様式第29号の３（第37条の２関係） 様式第29号の３（第37条の２関係） 

  ［略］   ［略］  

   ［略］    ［略］  

 現に  大 普 大 大 普 小 原 け 大 普 大 け  現に  大 中 普 大 大 普 小  

 受け              受け      自 自   

 てい 免許の      
ん

 てい 免許の 型 型 通 特 二 二 特  

 る免 種類    
自 自 

  
ん 型 通 特

引  る免 種類 原 け 大 中 普 大  

 許               許   ん 型 型 通 特  

   型 通 特 二 二 特 付 引 二 二 二 二    付 引 二 二 二 二

け

ん

引

二  

  ［略］   ［略］  

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

様式第29号の４（第37条の３関係） 様式第29号の４（第37条の３関係） 

  ［略］   ［略］  

  ［略］   ［略］  

 大 普 大 大 普 小 原 け 大 普 大 け  大 中 普 大 大 普 小  

                      

                   

            
ん

     
自 自

  

        型 型 通 特 二 二 特  

    
自 自 

  
ん 型 通 特

  原 け 大 中 普 大 け  

                    

            
引

  ん 型 型 通 特  

                    

ん

引
 

 

現に

受け

てい

る免

許 

免許の

種 類

（取得

してい

る免許

の種類

を○で

囲んで

くださ

い。） 型 通 特 二 二 特 付 引 二 二 二 二  

現に

受け

てい

る免

許 

免許の

種類 

付 引 二 二 二 二 二  

  ［略］   ［略］  

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

様式第29号の６（第37条の４関係） 様式第29号の６（第37条の４関係） 

  ［略］   ［略］ 

  ［略］ 

 道路交通法施行令に規定する特定任意講習を受けたい

ので申請します。 

  ［略］ 

 道路交通法の規定による特定任意講習を受けたいので

申請します。 

 大 普 大 大 普 小 原 け 大 普 大 け  大 中 普 大 大 普 小  

                 自 自   

      
ん

 型 型 通 特 二 二 特  

    
自 自 

  
ん 型 通 特

 原 け 大 中 普 大  

            
引

  ん 型 型 通 特  

 

現に

受け

てい

る免

許の

種類 

免許の

種類 

型 通 特 二 二 特 付 引 二 二 二 二  

現に

受け

てい

る免

許の

種類

免許の

種類 

付 引 二 二 二 二

け

ん

引

二  

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

様式第29号の６の２（第37条の５関係） 様式第29号の６の２（第37条の５関係） 

  ［略］   ［略］  



  ［略］   ［略］  

 大 普 大 大 普 小 原 け 大 普 大 け  大 中 普 大 大 普 小  

                 自 自   

      
ん

 型 型 通 特 二 二 特  

    
自 自 

  
ん 型 通 特

 原 け 大 中 普 大  

            
引

  ん 型 型 通 特  

 

現に

受け

てい

る免

許 

免許の

種類 

型 通 特 二 二 特 付 引 二 二 二 二  

現に

受け

てい

る免

許 

免許の

種類 

付 引 二 二 二 二

け

ん

引

二  

  ［略］   ［略］  

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

様式第29号の６の３（第37条の６関係） 様式第29号の６の３（第37条の６関係） 

  ［略］  ［略］ 

 特定任意高齢者講習（通常・簡易）受講申請書 

 ［略］ 

 道路交通法の規定による特定任意高齢者講習（通常・簡

易）を受けたいので申請します。 

特定任意高齢者講習（簡易・簡易以外）受講申請書 

 ［略］ 

 道路交通法の規定による特定任意高齢者講習（簡易・簡

易以外）を受けたいので申請します。 

  ［略］   ［略］  

 大 普 大 大 普 小 原 け 大 普 大 け  大 中 普 大 大 普 小  

                 自 自   

      
ん

 型 型 通 特 二 二 特  

    
自 自 

  
ん 型 通 特

 原 け 大 中 普 大  

            
引

  ん 型 型 通 特  

 

現に

受け

てい

る免

許 

免許の

種類 

型 通 特 二 二 特 付 引 二 二 二 二  

現に

受け

てい

る免

許 

免許の

種類 

付 引 二 二 二 二

け

ん

引

二  

  ［略］   ［略］  

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 様式第30号を削る。 

   附 則 

１ この規則は、平成19年６月２日から施行する。 

２ この規則による改正後の岩手県道路交通法施行細則に定める様式は、この規則の施行の日以後に提出し、又は交付する申請書

又は命令書について適用し、同日前に提出し、又は交付する申請書又は命令書については、なお従前の例による。 
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